
建設工事における最低制限価格の取り扱いについて 

 
平成 27年 7月 6日 27南管財第 334号 
平成 30年 7月 17日 30南管財第 177号 
 令和 6年 3月 1日  5南管財第 312号 
 令和 7年 4月 1日 ７南管財第 12号 

最終校正 令和 8年 3月 5日 7南管財第 543号 

 

１．対象工事 

   南島原市が発注する競争入札に付する建設工事（建設業法（昭和 24 年法律

第 100 号）第２条第１項に規定する「建設工事」をいう。以下「工事」という。）

のうち、履行確実性評価価格を設定する工事を除く工事に対して最低制限価格

を設けるものとする。 

 

２．予定価格（消費税及び地方消費税を除く。以下同じ）の算出 

   予定価格は、ランダム化の対象としない。 

 

３．最低制限設計価格（消費税及び地方消費税を除く。以下同じ）の算出 

   最低制限設計価格（税抜き。以下同じ。）は、次表の工事区分の欄に掲げる工

事の種類ごとに算出した額とする。 

 

工 事 区 分 最 低 制 限 設 計 価 格 

土木工事 

設計金額の９２％ 

鋼橋及び鋼製の横断歩道

橋等の工場製作工事 

建築工事（建築関連の電気

設備工事、機械設備工事を

含む） 

土木関連の電気設備工事、

電気通信設備工事、機械設

備工事 

建築関連の搬送設備工事

及び解体工事 

 

４．最低制限候補価格（消費税及び地方消費税を除く。以下同じ）の算出 

上記３で算出した額（最低制限設計価格）にランダム係数を乗じて算定した

額を最低制限候補価格とする。 

（１）最低制限設計価格にランダム係数（a）を乗じたものを最低制限候補価格（a）

とする。 

（２）最低制限設計価格にランダム係数（b）を乗じたものを最低制限候補価格（b）

とする。 

 

５．最低制限価格（消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

上記４で算出した最低制限候補価格（b）を最低制限価格とする。 

ただし、予定価格以下、最低制限候補価格（b）以上の範囲に入札者が存在し



ない場合において、最低制限候補価格（b）未満、最低制限候補価格（a）以上

の範囲に入札者が存在するときは、最低制限候補価格（a）を最低制限価格とす

る。 

 

６．ランダム係数の変動範囲 

   ランダム係数の変動範囲を次のとおりとする。 

ランダム係数の変動範囲 

係数の名称 ランダム係数（ａ） ランダム係数（ｂ） 

ランダム化により 

決定する価格 
最低制限候補価格（ａ） 最低制限候補価格（ｂ） 

係数の範囲 当分の間、1.0 1.000≦（ｂ）≦1.01 

 

７．数値の取り扱い 

   最低制限候補価格は、1,000 円未満の金額は切り捨てるものとする。 

 

８．試行期間 

   令和８年４月１日以降に入札公告又は入札執行通知する工事から当分の間

施行する。 


